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○ 農業の担い手をめぐる現状と農業経営体の育成・強化の方向について

主業農家数主業農家数

（農業所得が主で、１年間に60日以上農業に従事している65歳未満の者がいる農家）
１ 農業の担い手をめぐる現状
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○ 我が国農業の担い手の育成・確保を図る観点から、「認定
農業者」や「集落営農」など育成すべき担い手を明確にした
上で、金融・補助・税制等の支援措置を集中化・重点化する
とともに、各般の新規就農対策を実施しているが、
① 主業農家数 減少（ 年 戸 年 戸）
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資料：農林水産省統計部「農林業センサス」、「農業構造動態調査」

① 主業農家数は減少（H7年67.8万戸→H21年34.5万戸）し、
認定農業者・集落営農数も頭打ち傾向の中、現在の家族農
業、集落営農、法人等の経営内容（経営規模、売上高等）
や経営体数を前提に、現行の支援策を講じていたのでは、
「構造展望」で描いている「望ましい農業構造」を実現す
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ることは困難とみられる。

（参考）
認定農業者や集落営農数は、水田・畑作経営所得安定
対策の導入を契機に近年大きく増加したが 16
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対策の導入を契機に近年大きく増加したが、
ア 最近、これら経営体数は24万、１万３千程度の水準
で頭打ちになっているとともに、全国の水田農業集落
の４割強で依然として担い手が不在となっている、
イ 効率的かつ安定的な経営体（500万円以上の農業所得
を実現している経営体）に いても 12万程度にとど
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資料：農林水産省経営局経営政策課調べ 資料：農林水産省統計部「集落営農実態調査」、「地域就
業等構造調査」

を実現している経営体）についても、12万程度にとど
まっている
といった状況にあり、構造展望の姿とは大きくかけ離れ
ている、という状況。

農業所得額規模別の販売農家数（平成19年）農業所得額規模別の販売農家数（平成19年）
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単位：万戸、万組織

500～1000 1000万円以上

  181.3   156.3   12.8   12.2   9.3   2.9   6.7 ％ 
103 9 99 9 2 5 1 5 1 2 0 3 1 5 ％

500万円以上の
経営体の割合

水 田 作 経 営

区　　　分 計 300万円未満 500万円以上300～500

販売農家(19年）

 103.9  99.9  2.5  1.5  1.2  0.3   1.5 ％ 
  9.9   7.2   1.0   1.7   1.2   0.5   16.8 ％ 
  30.5   22.6   3.8   4.1   3.2   0.9   13.4 ％ 
  18.2   14.1   2.4   1.8   1.6   0.1   9.6 ％ 
  4.9   2.9   0.9   1.2   0.8   0.3   23.6 ％ 
  2.0   0.8   0.3   0.8   0.6   0.3   42.7 ％ 
  11.9   8.7   2.1   1.2   0.7   0.5   9.9 ％ 
  0.9   0.3   0.0   0.5   0.2   0.4   60.0 ％ 
  0.5   0.3   0.1   0.2   0.1   0.1   33.1 ％ 

酪 農 経 営
上 記 以 外

畑 作 経 営
野 菜 作 経 営
果 樹 作 経 営

水 田 作 経 営

組織法人(17年）
任意組織(17年）

花 き 作 経 営

資料：農林水産省統計部「経営形態別経営統計」、「営農類型別経営統計」、「農業構造動態調査」、「2005年農林業センサス」
（組替集計）

注１：販売農家数は、平成19年の農業構造動態調査における販売農家数（181万戸）に、農業経営統計調査の調査客体の営農類型
別・農業所得額規模別の発生率をかけることにより推計した。

注２：組織法人数は、2005年農林業センサスにおける販売目的の農家以外の農業事業体のうち有限会社や農事組合法人など法人格
を有する法人（8,700）に、任意組織は同じく法人格を有さない組織（4,784）に、農業経営統計調査の調査客体の営農類型
別・農業所得額規模別の発生率をかけることにより推計した。

注３：この表の営農類型分類は、農家の販売収入を営農類型ごとの作物・品種により区分し、最も販売収入がおおきな分類に設定
している。 1



【参考】農業構造の展望（平成17年策定）

○ 将来の「望ましい農業構造の姿」として、「効率的かつ安定的な農業経営」が農業生産の相当部分を担

う「農業構造の展望」を提示。

○ この展望では、平成２７年において、効率的かつ安定的な農業経営が、①家族農業経営で３３万戸～３

７万戸程度、②集落営農経営で２万～４万程度、③法人経営で１万程度と見込むとともに、これらの経営

により経営される農地が７～８割程度になると見込んでいるところ。

効率的かつ安定的な農業経営
総農家 ２１０～２５０万

法人・集落営農経営３～５万

総農家 ２９３万

平成２７年平成１６年

により経営される農地が 割程度になると見込んで ると ろ。

（参考）担い手数の現状
主業農家 34万5千（H21.2現在）
法人経営 9千（H17.2現在）

家族農業経営
３３～３７万 集落営農経営

２～４万

法人経営１万
主業農家
４３万

集落営農 1万3千（H21.2現在）
認定農業者 24万5千（H20.12現在）
総農家数 252万1千（H20.2現在）
資料：農林水産省統計部「農林業センサス」、「農業構造動態調査」、「集落営農実
態調査」、「農林業センサス」、経営局経営政策課調べ

その他の
販売農家

１３０～１４０万
集落営農の

その他の
販売農家

１７３万 農業団体等の
出資・

農外からの

販売農家数
500万円以上 比率

平成12年 233.7万戸 14.5万戸 6.2% 
13年 229.1万戸 13.4万戸 5.9% 
14年 224 9万戸 13 5万戸 6 0%

（参考）農業所得500万円以上の販売農家数（推計）

自給的農家
４０～７０万

組織化
・

法人化

自給的農家
７７万

農外からの
参入

14年 224.9万戸 13.5万戸 6.0% 
15年 220.5万戸 12.9万戸 5.8% 

16年 216.1万戸 15.3万戸 7.0% 

17年 196.3万戸 13.1万戸 6.7% 
18年 188.1万戸 13.5万戸 7.2% 
19年 181.3万戸 12.2万戸 6.7% 

土地持ち非農家
１５０～１８０万

効率的かつ安定的な農業経営へ
農地の大部分を委ねて、
・他産業従事に専念
・生きがい農業

土地持ち非農家
１１６万＊

資料：農林水産省統計部「経営形態別経営統計（個別経営）」、「農業経営動向統計」、
「農業構造動態調査」、「農林業センサス」（組替集計）

注１：農業所得500万円以上の販売農家数は、農林業センサス及び農業構造動態調査にお
ける販売農家数に、農業経営統計調査の調査客体における該当客体の発生率をか
けることにより推計した。

２：農業経営統計調査における農業所得には、15年以前は共済、補助金等受取金が含
まれていないが、16年以降は含まれている。このため、15年以前と16年以降の数
値は連続しない。

注：効率的かつ安定的な家族農業経営及び法人経営に農地利用の６割程度が
集積され、このほか効率的かつ安定的な集落営農経営により経営される
農地を併せ、これら「効率的かつ安定的な農業経営」が経営する農地が
７～８割程度になると見込まれる。

法人経営 ：一戸一法人や集落営農の法人化によるものを除く。
集落営農経営：経営主体としての実体を有するもの。法人化したものを含む。
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② また、農業従事者の高齢化が進む一方で、新規に農業に
就業する若い農業者の参入水準が現行程度で推移するので

効率的・安定的な農業経営の存続に必要な人材の試算（平成17年）効率的・安定的な農業経営の存続に必要な人材の試算（平成17年）
就業する若 農業者 参入水準が現行程度で推移する で
は、国内生産力の低下が更に進行することが憂慮される。

（参考）
新規就農者の確保目標については

家族農業経営の見通し ① 33～37万

集落営農経営の見通し ② 2～4万

法人経営の見通し ③ 1万

経営体数（戸数換算 ①＋②＋③） ④ 40 47万新規就農者の確保目標については、
ア 農業構造の展望に示した望ましい経営構造により我
が国の農業生産の大宗が担われる
イ その経営体を存続させていくために必要な経営の承
継者を確保する
と 前提 下に 万人／年と設定し るが

経営体数（戸数換算：①＋②＋③） ④ 40～47万

経営体の存続に必要な後継者数

※新規就農青年が40年程度現役で活躍すると仮定
1.2万人/年

注：戸数換算に当たって、集落営農は1.6（主たる従事者1名及び補助的従事者0.6名）を乗じ、法人経営
は3.7（協業経営体への平均参加戸数：「農林業センサス」）を乗じた。

（単位：千人）

区　　　　分 平７ 平１２ 平１７ 平１８ 平１９

新規就農青年〔39歳以下〕 7.6 11.6 11.7 11.0 10.2

中高年〔40歳以上の離職就農者〕 40.4 65.9 67.2 63.5 56.0

新規就農者・雇用就農者の動向新規就農者・雇用就農者の動向
との前提の下に、1.2万人／年と設定しているが、
・ 経営構造の改革が立ち遅れている中で、
・ 現行程度の新規就農水準では、現在の経営の承継
が円滑に行われず、耕作放棄地の発生等に見られるよ
うに国内生産力の低下が進行している実態。 農

小計（自営農業就農者） 48.0 77.1 78.9 74.5 66.2

　　　うち新規学卒就農者 1.8 2.1 2.5 2.5 2.3

　　　　　 新規参入者 … … … 2.2 1.8

雇用就農者 … … … 6.5 7.3

合計 … … … 81.0 73.5

○ このため、新たな政策努力（新規施策の導入）も加味した
上で現行の「構造展望」を見直し、目指すべき新たな農業構
造の姿の実現に向け、今後、担い手を「参入する」、「育て

国 低下 行

資料：農林水産省「農業構造動態調査」(H7、12）、「農林業センサス」（H17）、「新規就農者調査」（H18、19）
注 ：「新規参入者」とは、土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した経営の責任者をいう。

造 姿 実現 向け、今後、担 手 参入す 」、 育
る」、「支える」仕組みを更に充実・強化し、担い手の育
成・確保のルートを多様化していく必要がある。

3



２ 農業経営体の育成・強化の方向について

（１）「参入する」仕組み 「平成の農地改革」による農地の利用規制の見直し「平成の農地改革」による農地の利用規制の見直し（１）「参入する」仕組み

○ 農業への参入に関しては、今般、
① 農地法の改正により、農地の利用規制や農業生産法人の
出資制限の緩和等を行い、
（ア）企業や農協等を含めた新たな経営主体 参入を促す

「平成の農地改革」による農地の利用規制の見直し「平成の農地改革」による農地の利用規制の見直し

（ア）企業や農協等を含めた新たな経営主体の参入を促す
（イ）農業生産法人に限らず多様な形態での集落営農法人や
特定農業法人の設立を促す

② 「農の雇用事業」により、法人等に雇用される形での就
農を促進する
など、新たな施策を講じることとしている。

○ 今後はこうした新たな施策の枠組が、現場で実効をもって
推進されるよう、
（ア）より幅広い参入を促すため 経営主体や人材の参入に関（ア）より幅広い参入を促すため、経営主体や人材の参入に関
しての各種情報提供等の充実

（イ）新規に経営を開始する者の設備投資の面での負担を軽減
する
といった措置を検討していく。 パ

イ
パ
イ 経

「平成の農地改革」の推進体制「平成の農地改革」の推進体制

全国段階

全国推進本部
（国、全国農協中央会、全国農業会議所、土地改良連合

会、全国知事会、全国市長会、全国町村会等）

イ
プ
作
り

イ
プ
作
り

経済界
消費者団体
等

パパ

（県、農協中央会、県農業会議、県農業公社、県土
地改良連合会、県市長会、県町村会等）

都道府県推進本部

消費者団体

食品産業界

土建業界

等

パ
イ
プ
作
り

パ
イ
プ
作
り

道府県段階

市町村(地域)推進本部
（市町村、JA、農業委員会、
農地利用集積円滑化団体等）

市町村段階

4



認定農業者

・販売金額が大きい経営体も徐々にではあるが増加

（２）「育てる」仕組み

① 現在、「認定農業者」や「集落営農」を育成すべき担い手
として位置付け、他産業並みの労働時間で他産業並みの所得
を実現するため 各種 支援策を用意し ると ろ ある

＜認定農業者がいる販売農家の販売金額＞

500万円未満
500万円～

1,000万円未満

1,000万円～

2,000万円未満

2,000万円～

3,000万円未満

3,000万円～

5,000万円未満

5,000万円

～１億円未満
１億円以上

H12年 23.9% 27.9% 28.0% 10.1% 6.8% 2.7% 0.8%
H17年 24.2% 26.3% 27.6% 10.0% 7.8% 3.3% 1.0%

・販売金額が大きい経営体も徐々にではあるが増加

資料：農林水産省統計部

を実現するための各種の支援策を用意しているところである
が、経営部門による違いはあるものの、担い手の中核が家族
農業経営であるという実態を反映し、同質的な経営体のイ
メージを前提に施策を展開してきたところである。

H17 21千戸（12.1％）H12 14千戸（10.3％）

資料：農林水産省統計部
「2000年、2005年農林業センサス」(組替集計）

・農業法人の多くは、販売・加工等農業生産以外の
部門に取り組み 経営改善の実績

② こうした中で、近年、従来のイメージの認定農業者の枠を
超えて、新たな事業分野へのより本格的な進出や雇用労働力
の活用等により、高度な段階の経営発展に向けて果敢に挑戦
する経営体が出現しつつある。

部門に取り組み、経営改善の実績
→ 現状でも５割が多角経営。今後更に約２割が多角化の意向。

※農業法人に対するアンケート調査による。

・ 従来、認定農業者の経営改善については、経営規模の拡大
に重点を置き、農地の利用集積や資本装備の高度化等につい
ての支援を行ってきたところである。近年の経営を発展させ
ている経営体の中には、規模拡大だけではなく、経営の多角
化や他 事業者と 連携 より 自ら 経営 もとより 地

認定農業者の経営発展の例認定農業者の経営発展の例

（事例１）非農家子弟

就農

（事例２）農家子弟

地元JAを退職し、家
の農業（稲作）を継ぐ

（事例３）農家子弟

（野菜栽培）

学校卒業後、家の
農業（稲作）を継ぐ

S60 S54 S50

化や他の事業者との連携により、自らの経営はもとより、地
域農業全体の発展に寄与しているものが見られる。こうした
多様な動きに対応し、その経営を更に高度な段階に到達させ
るため、資本力の増強など、現行の認定農業者向けの施策で
は十分対応できないような部分について、支援策を講ずるこ

メロン農園開始

イ ゴ等加 直売開始

（雇用開始２人）

農作業受託開始

切り餅等加工開始

稲作を行う生産組合開始
S63

H6

S55

S57

S63

H元

（養豚への取組開始）
十分対 う 部分 、 援策 講ず
とを検討する。

・ また、農業生産に加え、加工や観光等も含めた経営の多角
化によって経営発展に成功している経営体の中には相当数の
雇用労働力を活用する例も多く見られ 貴重な雇用の場を提 ・レストラン開始

法人化

イチゴ等加工・直売開始

法人化

鶏卵拾い牧場開業

法人化

米・野菜等直売開始

（雇用拡大２人）

（雇用開始３人）

米野菜等の直売所開始

雇用開始１人。年２～３人
程度のペースで雇用拡大

H6

H９

H13

S59

S60
H12

（年１人程度のペースで雇用拡大）

雇用労働力を活用する例も多く見られ、貴重な雇用の場を提
供することにより、地域農業全体の活性化に重要な役割を果
たしているものが見られる。このような農村地域に雇用を創
出する農業経営体の機能に着目した支援のあり方についても
検討する。

レストラン開始
・食肉加工開始

鶏卵拾い牧場開業 （雇用拡大２人）

豚肉の輸出開始

H13

H16売上高 1.1億円
従業員数 ９人

売上高 1.8億円
従業員数 ７人

売上高 4.6億円
従業員数 33人
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集落営農

・全国で約1万3千組織

③ 一方、担い手の確保が困難な中山間地域等においては、農
業生産を軸にしつつも、収入よりも農業生産活動を優先課題
とし、地域農業・農地の維持を担おうとする意向を強める組
織が多く存在する 全国で約1万3千組織

・全戸共同で運営する組織の割合が高い中で、所得
の増加より、生産の継続、農地の維持・保全の意
向が強い実態
＜運営形態＞ ＜組織運営の目的＞

織が多く存在する。

このような組織については、
・ 農地制度の見直しにより、貸借であれば多様な法人が農
業に参入することができるようになり、従来になかった多

資料：集落営農実態調査による
推計。

担い手主体 45%

全戸共同 55% 地域の農地の維持管
理のため

所得を上げて地域農
業の担い手となるため

北 海 道 2,073 289 13.9% 82.4% 86.3% 

東 北 9,992 2,981 29.8% 80.5% 66.5% 

関 東 ・ 東 山 8,264 908 11.0% 87.4% 67.2% 

組織運営の目的

水田集落数
①

集落営農数
②

②／①

様な意向を有する多様な形態の法人が農業・農地の守り手
として位置付けられるようになること
・ 一方で、地域の農業・農地の守り手としての役割を果た
すことが期待されているこのような組織の経営が立ち行か
なくなれば、地域農業の消失にもつながりかねないことに

資料：農林水産省統計部「集落営農実態調査」 「集落営農活動実態調査」 「2005年農林業センサス」

北 陸 9,096 2,079 22.9% 90.6% 61.6% 

東 海 5,222 787 15.1% 89.1% 52.0% 

近 畿 7,660 1,767 23.1% 91.7% 51.4% 

中 国 12,672 1,726 13.6% 97.9% 67.9% 

四 国 5,368 368 6.9% 89.5% 64.8% 

九 州 10,243 2,531 24.7% 89.0% 67.2% 

全 国 計 70,590 13,436 19.0% 87.8% 63.8% 

なくなれば、地域農業の消失にも ながりかねないことに
留意すべきこと
を踏まえ、高齢化や不在村化の進展などにより、地域での合
意形成が困難となっている中で、地域の資源管理を行いなが
ら農業生産活動を実施する「特定農業法人」の設立・参入の
円滑化を図るとともに その経営基盤の強化に向けた支援を

特定農業法人（担い手不足の地域において、地域合意
の下 農地の の 法人）
特定農業法人（担い手不足の地域において、地域合意
の下 農地の の 法人）

資料：農林水産省統計部「集落営農実態調査」、「集落営農活動実態調査」、「2005年農林業センサス」円滑化を図るとともに、その経営基盤の強化に向けた支援を
講ずることを検討する。

④ さらに、一般の認定農業者も含め、農地の面的集積の促進
を図るほか、担い手の経営改善の状況や課題を経営診断等で
握 相談 ポ 強 や資金

（３）「支える」仕組み

の下、農地の引き受け手としての役割を発揮する法人）の下、農地の引き受け手としての役割を発揮する法人）

＜特定農業法人数＞

【地域担い手協議会の声】

H17年 H20年

北海道 5 7 14%
東北 21 68 23%

特定農業法人 水田作主業農家

がいない水田集

落の割合

把握し、相談・サポートのための取組を強化することや資金
制度を充実すること等を検討する。

○ 担い手の経営の安定に関しては、現在、水田・畑作経営所
得安定対策、果樹・野菜・畜産など品目別の経営安定対策の
ほか、金融、災害対策などが用意されているが、今後、これ
ら制度運用の実態や現場の意見などを幅広い観点から検証し
た上で 必要な措置を検討していく

【地域担い手協議会の声】
特定農業法人制度をさらに充
実・推進していく必要がある
との回答が52％。
※地域担い手協議会に対するアンケート調査による。

東北 21 68 23%
関東 3 16 42%
北陸 74 197 47%
東海 6 13 67%
近畿 18 53 63%
中国四国 142 327 68%
九州 12 90 57%
資料：農林水産省経営局経営政策課調べ、農林水産省統計部「集た上で、必要な措置を検討していく。

○ 特に、金融等の支援手法については、（２）の「育てる」
仕組みの検討と併せ、従来の手法に加えた手法の導入も検討
する。

→ 中山間地域に多い（全特定農業法人の６割）。また、中国四国地方
などに多く存在。

資料：農林水産省経営局経営政策課調 、農林水産省統計部 集
落営農実態調査」、「農林業センサス」(組替集計）
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農業経営体育成・強化総合対策（案）

農 地 の 確 保 機 械 ・ 施 設 の 装 備 人材の確保・ノウハウの取得 資 金 面 で の 手 当 て

○ 農地の貸出情報に誰でもア ○ 新規就農者の機械・施設の ○ 就農に関する情報提供、個別相談、就農体験の実施 ○ 青年等新規就農者に対する無
クセスできる「農地情報共有シ 導入に対する支援 利子資金（就農支援資金）の貸付

担い手の ステムの整備 ○ 他産業従事者に対する就農準備校での技術研修や、道府県農 け
「参入を促す」 業大学校等での職業訓練の実施

ための支援 ○ 貸借に係る規制を緩和
し、多様な主体の農業参 ○ 農業法人等に雇用される形でのＯＪＴ研修等への助成（農の雇
入を促進 用事業）等

○ 普及指導センターによる技術・経営支援の重点実施

○ 農地情報を一元化し、 一 般 の 担 い 手 向 け
地図情報に基づき、農地 ○ 認定農業者等の規模拡大、 ＜生産技術＞ ○ 認定農業者等に対するスーパ
の利用調整を促進 多角化に必要な機械・施設の ○ 道府県農業大学校等における専門研修や、普及組織による新技 ーＬ資金等の貸付け

リース方式による支援 術の導入に対する支援
○ 農地利用集積事業（安 ○ 担い手向け資金制度の充実を

心して貸し借りができる仕 ○ 個別事業（融資残補助、強 ○ 知的財産活用方策の普及・啓発 検討
組）により農地の流動化を い農業づくり交付金）ごとで
促進 はなく、地域の担い手育成の ○ 農業融資における信用保証保

担い手を ための最適な機械・施設計画 ＜経営管理＞ 険制度の充実を検討
「育てる」 ○ 農地集積円滑化事業（委 （市町村マスタープラン）に ○ 簿記・税務・法人化研修等の実施
ための支援 任 ・ 代 理 を 通 じ て 公 的 機 基づいた支援 ○ 認定農業者等を対象とした

関が農地を一括して引き ○ 新作物・商品開発・販路拡大等への実証支援 農業経営基盤強化準備金制度
受け 、担い手に面的にま （税制）
とめて再配分する仕組）の ○ 経営改善状況の定期的フォローアップや、経営改善・適切な経営管
活 用 に よ り 、 担 い 手 へ の 理に係るサポート（経営診断・相談等）体制の充実を検討
農地の面的集積を加速

○ 他業種との連携等によるビジネス展開への支援
○ 現場で農地の利用調整を行

う農業委員会の体制強化を検 経 営 を 高 度 化 す る 法 人 向 け
討 ○ 経営を高度化する法人の機 ＜生産技術＞ ○ 経営を高度化する法人の資本

械・施設の導入に対する支援 ○ 規模拡大・生産性向上等に資する先進技術の導入に対する支援 力の増強に対する支援を検討

＜経営管理＞
○ 法人経営等の幹部となる人材の研修等への支援

○ 経営を高度化する法人の更なる経営展開を促進するためのサポー
ト体制づくりを検討

○ 経営を高度化する法人の雇用労働力の確保に対する支援の拡充を
検討

担 い 手 不 在 地 域 向 け
○ 担い手不在地域における特 ＜経営管理＞ ○ 担い手不在地域における特

定農業法人の機械・施設の導 ○ 特定農業法人の設立等に向けた地域の話し合い活動やリーダー 定農業法人の経営基盤の強化に
入に対する支援 等の活動に対する支援 対する支援を検討

担い手の経営 ○ 水田・畑作経営所得安定対策（生産条件補正交付金や、収入減少影響緩和交付金）、野菜・畜産等の品目別経営安定対策
を「支える」 ○ 農業災害補償制度 今後とも、現場の実態、
ための支援 ○ 農林漁業セーフティネット資金の融資、資金繰り支援に向けた緊急保証枠の設定、負債整理資金の融資、農業再生委員会の整備 課題等を踏まえ、必要

○ 農業基盤整備、研究開発 など な対応
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○ 多様な担い手の育成・確保
・ 広域的な事業展開や経営の大規模・複合・多角化、他業種との連携等により、経営を高度化させ、地域農業全体を牽
引する経営体の出現

支援

・ 担い手が不足する地域において、収入よりも、農業生産活動自体の継続を優先課題とし、地域農業・農地の維持を担
おうとする組織の出現
等の最近の新たな動きをも踏まえ、多様な担い手の意向や特性に応じた支援措置を講ずることが必要。

【対応方向】

多
様
な

多
様
な

【対応方向】

経営を高度化さ
せている農業

大規模・複合・多角化等によって、従来の枠組みを超えて更に高度化した経営を目
指し、地域農業全体を牽引していく経営体に対し、
・ 労働力の確保・育成

な
担
い
手

な
担
い
手

せている農業法
人

認定農業者
・ 経営 を する 組 を

・ 資本力の増強
等についての支援を検討

の
育
成
・確

の
育
成
・確

集落営農組織

担い手の不在 → 農地制度の見直しにより、農業生産法人以外の法人も特定農業法人になることが

経営改善状況をフォローアップする仕組みを充実
・ 経営発展段階に応じた経営のサポートその他のきめ細かな支援を実施

確
保
確
保

地域農業の守り手の
役割を担う法人
（特定農業法人）
による対応を検討

できるようになったことを踏まえ、特定農業法人制度の積極的な活用を通じた地域農
業の維持を図るため、
・ 特定農業法人の設立・参入の円滑化を図るとともに、
・ 特定農業法人の経営基盤の強化に向けた支援を検討

※注

地域に特 農業 等がない 複 り
（参考）多様な担い手の実態に関するアンケート調査の結果（農林水産省経営局調べ）
経営を 展させた農業 が える課題 複 り

注）特定農業法人：地権者団体から農地の利用権設定又は農作業の委託を受け、地域内の農地の利用集積を行う法人。地域内の農家から農地を引き受ける義務
を負い、地域内の農地の過半の利用を集積することを目標とする。

地域に特定農業法人等がない理由（重複回答あり）
・既に特定の担い手が存在している 37%
・地域農地の引受義務を負う割にメリットが少ない 33%
・地権者の参加を得ることができない 19%

等

○ 経営を発展させた農業法人が抱える課題（重複回答あり）
・人材の質的向上 50% ・経営基盤の強化（資本の拡充） 25%
・資金調達 42% ・雇用労働力の確保 24%
・販路の確保 38% ・設備投資 24%        

等
8



○ 新規就農者の確保

○ 農業法人等に雇用される形での就農は、農地の確保や機械・施設の取得等の初期投資が必要ない上、技術や経営上のリス○ 農業法人等に雇用される形での就農は、農地の確保や機械 施設の取得等の初期投資が必要ない上、技術や経営上のリス
クを自ら負うこともないことから、今後は新規就農の促進に係る円滑なルートと位置付けて重点的に支援。

○ さらに、農業法人等からの独立や新規参入者に対しては、経営の早期安定を図るため、初期投資の負担を軽減。

○ また、農家子弟の就農については、道府県農業大学校等での研修教育を通じて技術習得を支援。○ また、農家子弟の就農 ては、道府県農業大学校等での研修教育を通じて技術習得を支援。

雇用就農の推進

【農業法人等 就職】

農
業
法

非
農
家
出

【農業法人等へ就職】【就
農
に
関

法
人
等
の
中
核

・住居手当等への支援

・宿泊施設等の整備支援

・求人情報等の提供、個
別相談

・就農相談会の開催

・農業法人等でのOJT研
修に対する助成

・経営の高度化に取り
組む法人等に対し、
雇用労働力の確保・
育 等の から 支出

身
者

関
す
る
情
報

核
を
担
う
人
材

（ハローワークとの連携）

・本格的雇用に向けた就
業体験

育成等の面から、支
援の拡充を検討

【農地の確保や機械の調達】

独 立
【農業技術の習得】

報
収
集
】

材

認
定
農

・就農準備校における他
産業従事者の技術研修

農
家
の
子

農
家
の
子

農
業
者
等
新
た

・機械、施設に係る初期投資への助成

・施設整備等への無利子融資

・農地情報の提供

・県農大等における職業
訓練の推進

独立・自営農業への展開

子
弟
子
弟

た
な
担
い
手

・県農大等での実践
的な研修教育

・関連産業での研修

・農業法人等での雇
用研修
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○ 農業金融の実態と今後の施策方向について

○ 広域的な事業展開や経営の多角化などにより、従来見られなかったような規模・内容の法人経営の誕生に
伴い 新たな資金需要が発生している伴い、新たな資金需要が発生している。
○ 資材高騰・経済危機など農業をめぐる厳しい環境の中で、有利な資金を求める声は引き続き高い。

○ 担い手を育成していくためには、最近の農業経営における資金需要を踏まえ、金融支援策全般を見直して
いく必要。

（資本・資金調達の円滑化）

○ 農業法人の自己資本の充実のための出資については、日本政策金
融公庫と農協系統金融機関により設立された会社が実施

《農業者の現状》

（農業法人）

広域的な事業展開や経営の多角
化などにより 従来の経営には

《農業制度金融を全般的に見直し》

融公庫と農協系統金融機関により設立された会社が実施。
○ 農業法人の資金調達の更なる円滑化を図ることを検討。

化などにより、従来の経営には
見られなかったような規模・内
容の経営が誕生

・農地の借入により規模拡大し
ているため、資金調達の際に担
保不足を指摘されることが多い

・農協のみならず、銀行や信金
との取引が多くなるため、農業
者が農協から融資を受ける際に
使われることの多い農業信用保

（融資保険制度の拡充）

○ 農林漁業信用基金が行う融資保険については、農林中金等農協系
統金融機関からの融資が対象。

○ 農業法人等の資金調達チャネルの多様化への対応を検討。
使われることの多い農業信用保
証保険制度が使いづらいとの声
がある

（資金借入れの際の負担軽減、有利な資金の利用の円滑化）

○ 認定農業者が借り入れるスーパーＬ資金及び農業近代化資金は、
（家族農業経営）
飼料・資材等の上昇、未曾有の
経済危機により、農業経営には
厳しい状況が継続
・経営の負担能力が低い農業経

平成１９年から２１年の間、借入れの全期間無利子となる特例措置
を実施。

○ 引き続き、担い手の資金面の負担軽減を検討。

○ 無利子資金である農業改良資金は、現在、都道府県が貸付け業務経営の負担能力が低い農業経
営においては、より有利な資金
が必要

○ 無利子資金である農業改良資金は、現在、都道府県が貸付け業務
を実施。

○ 農業者等にとってさらに利用しやすいものとなるよう、貸付けプ
ロセスの改善を図る。
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